
労働災害多発警報 
8月末までに２人が死亡 

 令和３年 8 月末時点の労災死亡事故４件に対し、令和４年 8 月末は２件の労

災死亡事故と半減している一方、重篤災害が増加しています。 

また、死亡・重篤災害の被災者は、いずれも６０歳以上となっています。 

 死亡災害は当然ながら、全ての労働災害の発生抑止に万全を期してください。 

死亡災害 

発生日 業種 発  生  状  況 

７月14日 
パルプ・紙・紙

加工品製造業 

 原料パルプを反転させる機械の調整作業を柵内に入り込み行ってい

たところ、当該機械の原料固定用のクランプとフレームとの間に首を

はさまれ死亡した。 

８月24日 建設業 

店舗改修工事において、天井の電灯の配線替えのため、脚立足場(作

業床の高さ約 1.8ｍ）に乗り、電灯の取付作業をしていたところ、背中

から床面に墜落し死亡した。 

 

重篤災害 

発生日 業種 発  生  状  況 

3月 
パルプ・紙・紙

加工品製造業 

 被災者は、フォークリフトのタイヤに左足を轢かれ、膝下切断の怪

我を負った。 

7月 
陸上貨物 

運送業 

被災者は、ドラグショベルで移動中にクローラーの前方又はバケッ

トが着地したことにより急ブレーキがかかり、運転席から投げ出され、

フロントガラスを突き破り、地面に激突し、頚椎骨折した 

9月 
パルプ・紙・紙

加工品製造業 

被災者は、地球釜で古紙の仕込み作業を行っていたが、蒸気が抜け

きる前に地球釜を開放してしまい、吹き出した蒸気が被災者の上半身

にかかり、火傷した。 

9月 食料品製造業 

トラクターに牧草ロールの巻取装置を取り付けて牧草ロールを作る

業務をしていたところ、被災者は、トラクターの動力を巻取装置に伝

えるシャフトに右足を巻き込まれ、膝下を切断した。 

 

 

 

 

 

富士労働基準監督署からのお知らせ 

労働災害を防止するために 

☆ 企業内の安全管理体制を見直し、法令遵守は当然のこと、必要な安全

衛生対策が講じられているか、再確認してください。 

☆ ５Sなどの安全の基本、法令の内容、企業内ルールなど、安全衛生に

対する教育を再度労働者に対して実施してください。 

★ 高齢労働者にも配慮した安全管理を実施してください。 


